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(57)【要約】
【課題】自動で精度よく検査を行うことができ、また多
品種の容器を製造するための製造ラインに適用すること
も可能な容器の気密性を検査する方法及びその装置を提
供する。
【解決手段】本発明の容器の気密性を検査する方法は、
開口部を密閉した容器の内部にトレースガスを充満させ
るとともに所定の液体内に容器Ａを液没させる工程と、
下部８ａに開口８ｂを有し上部８ｃを閉鎖可能であって
上部８ｃにトレースガスを検知可能な検知装置９を備え
るカバー８によって、カバー８の内部に気体が溜まる空
間Ｋが形成される状態で液没させた容器Ａの上方を覆う
工程と、液体Ｌの液面下において容器Ａ又はカバー８の
内側に向かう液流を発生させて、容器Ａの欠陥部から漏
れ出て容器Ａの表面又はカバーの内側に付着したトレー
スガスを空間Ｋに押し流す工程と、検知装置９によって
空間Ｋに存在するトレースガスを検知する工程と、を含
むことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器の気密性を検査する方法であって、
　開口部を密閉した容器の内部にトレースガスを充満させるとともに所定の液体内に当該
容器を液没させる工程と、
　下部に開口を有し上部を閉鎖可能であって当該上部に前記トレースガスを検知可能な検
知装置を備えるカバーによって、当該カバーの内部に気体が溜まる空間が形成される状態
で液没させた前記容器の上方を覆う工程と、
　前記液体の液面下において前記容器又は前記カバーの内側に向かう液流を発生させて、
当該容器の欠陥部から漏れ出て当該容器の表面又は当該カバーの内側に付着した前記トレ
ースガスを前記空間に押し流す工程と、
　前記検知装置によって前記空間に存在する前記トレースガスを検知する工程と、を含む
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記トレースガスを前記空間に押し流す工程は、前記液体の液面下において前記容器及
び前記カバーの内側に向かう液流を発生させて行われる、ことを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記カバーは、下部に対して上部が狭い上窄まり形状であることを特徴とする請求項１
又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記カバーは、前記空間の気体を撹拌する気体撹拌手段を備えることを特徴とする請求
項１～３の何れか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記検知装置によって検知された前記トレースガスの濃度が所定値以上である場合、又
は当該検知装置によって検知された当該トレースガスの濃度が経時的に上昇している場合
に、前記容器に前記欠陥部があると判定する工程を含むことを特徴とする請求項１～４の
何れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記容器に対して前記カバーを移動させ、前記液体の液面下における前記容器から漏れ
出す気泡の位置によって前記欠陥部を特定する工程を含むことを特徴とする請求項１～５
の何れか一項に記載の方法。
【請求項７】
　容器の気密性を検査するための検査装置であって、
　所定の液体を収容して前記容器を液没可能な液槽と、
　前記容器の内部にトレースガスを送り込むトレースガス送給手段と、
　下部に開口を有し上部を閉鎖可能であって、内部に気体が溜まる空間が形成される状態
で前記液槽に液没させた前記容器の上方を覆うカバーと、
　前記液槽の液面下において、液没させた前記容器又は当該容器の上方を覆う前記カバー
の内側に向かう液流を発生させる液流発生手段と、
　前記カバーの上部に設けられ、前記空間に存在する前記トレースガスを検知する検知装
置と、を備えることを特徴とする検査装置。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容器の気密性を検査する方法、及びその検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　例えばアクスルケースや燃料ケース等のように気密性を要する容器においては、これら
を製造した後、容器に欠陥部が生じていないか検査が行われている。このような気密性の
検査は、効率性の観点から製造ラインに組み込まれていることが一般的である。また従来
、容器の気密性を検査する場合には、図２、図３に示す検査装置や、以下の特許文献及び
非特許文献に示された方法が用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１０５７３６号公報
【特許文献２】特開２０１７－１６６９０９号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】ＪＩＳ　Ｚ　２３３０：２０１２　漏れ試験方法の種類及びその選択
【非特許文献２】日本非破壊検査協会　第５５巻２号　２００６年
【０００５】
　図２は、気密性の検査を行うための従来の検査装置を模式的に示した図である。図２に
示した検査装置１０１は、アクスルケースＡの気密性を検査するものであって、所定の液
体（例えば水）を収容可能な液槽１０２にアクスルケースＡを液没させて検査を行うもの
である。具体的には、アクスルケースＡにおける左右の開口部を第１密閉機構１０３で閉
鎖するとともに中央の開口部を第２密閉機構１０４で閉鎖する。なお、第２密閉機構１０
４は、中央の開口部からアクスルケースＡ内に空気を送り込む機能を備えている。そして
、第１密閉機構１０３と第２密閉機構１０４によって開口部を密閉した状態でアクスルケ
ースＡを液槽１０２の液体に液没させ、第２密閉機構１０４から送り込む空気によって、
アクスルケースＡ内を加圧する。この状態においてアクスルケースＡに欠陥部があると、
欠陥部から気泡が漏れ出てくるため、検査員による目視での気泡確認によって、欠陥部の
有無を判断している。
【０００６】
　しかし、このような検査装置１０１による検査では、欠陥部が小さいと漏れ出す気泡の
大きさも小さくなるため、目視での確認では気泡を見逃すおそれがある。また、アクスル
ケースＡの外側に取り付けられている部品の隙間に空気が残っていて、この空気が気泡と
なって表れることもあるため、実際には欠陥部はないものの、不良と判断してしまうおそ
れもある。更に、製造ラインのサイクルタイム内に検査を終える必要があるため、検査員
の負担も大きくなっている。
【０００７】
　一方、検査員の目視確認によらずに自動で欠陥部の有無を判断する検査装置も使用され
ている。図３に示した検査装置２０１は、密閉したアクスルケースＡ内にトレースガス（
例えばヘリウム）を送り込み、欠陥部から漏れ出すトレースガスを検知するものである。
具体的には、アクスルケースＡにおける左右の開口部を第１密閉機構２０３で閉鎖し、中
央の開口部は、アクスルケースＡ内にトレースガスを送り込む機能を有する第２密閉機構
２０４で閉鎖する。そして、トレースガスの有無を検知する検知装置（検知装置本体２０
５と、検知装置本体２０５に接続されるプローブ２０６を含んで構成される）とロボット
２０７（例えば６軸マニピュレータ）によって、アクスルケースＡ内をトレースガスで加
圧した状態で、欠陥部が存在しそうな部位（例えばアクスルケースＡの継ぎ目等）を中心
にプローブ２０６をロボット２０７で走査する。
【０００８】
　しかしこのような検査装置２０１の検査では、トレースガスを検知することによって欠
陥部の有無は把握できるものの、欠陥部の正確な位置を掴むことが難しい。このため、欠
陥部があると判断した場合は、一旦製造ラインから外して、図２に示した如き装置でアク
スルケースＡを液没させて気泡によって欠陥部の位置を特定し、欠陥部の補修を行った後
に再び製造ラインに投入して再検査を行う必要がある。また、検査対象となる容器の種類
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に応じてロボット２０７のティーチングが必要となるため、製造ラインの立ち上げに時間
を要することになる。更に、図示した如きアクスルケースＡにおいては、通常、これを製
造ラインで製造する際の時間に対し、１台のロボット２０７でプローブ２０６を走査する
時間の方が長くなる。従ってサイクルタイムを短縮するためには、ロボット２０７等を複
数台（例えば１つの製造ラインにつきロボット２０７は２台）準備しなければならず、設
備に要する費用も嵩むことになる。
【０００９】
　そして特許文献１に示された検査装置は、検査対象となる容器の形状に合わせた覆い２
４を使用しているため、容器の形状が異なれば覆い２４も取り換えなければならず、多品
種の容器を製造するための製造ラインに適用することは難しく、汎用性に乏しい。また特
許文献２に示された検査装置は、検査対象となる容器を検査室３の内側に配置し、容器に
ヘリウムを供給するとともに検査室３のヘリウム濃度を測定して、濃度変化が生じた場合
に容器に欠陥部があると判断している。しかし、検査室３の容積は、容器全体を取り囲む
必要があるために大きくなり、その結果、検査室３のヘリウム濃度はすぐには変化せず、
検査結果が得られるまで時間を要することになる。また特許文献１、２に示された検査装
置では、トレースガスの濃度変化等によって欠陥部の有無は把握できるものの、その位置
を特定することはできない。
【００１０】
　また非特許文献１、２にも、容器の気密性を検査する方法や検査装置が開示されている
。しかし非特許文献１、２に示された複数の検査方法は、上述した図２や図３と同種の方
法、又は製造ラインに組み込むには難しい方法であるため、図２、図３の検査装置で生じ
る問題の解決には至っていなかった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、このような従来の問題を解決することを課題とするものであって、容器の気
密性を検査する方法及びその装置に関して、検査員の技量に依存せずに自動で精度よく検
査を行うことができ、また多品種の容器を製造するための製造ラインに適用することも可
能な技術の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、容器の気密性を検査する方法であって、開口部を密閉した容器の内部にトレ
ースガスを充満させるとともに所定の液体内に当該容器を液没させる工程と、下部に開口
を有し上部を閉鎖可能であって当該上部に前記トレースガスを検知可能な検知装置を備え
るカバーによって、当該カバーの内部に気体が溜まる空間が形成される状態で液没させた
前記容器の上方を覆う工程と、前記液体の液面下において前記容器又は前記カバーの内側
に向かう液流を発生させて、当該容器の欠陥部から漏れ出て当該容器の表面又は当該カバ
ーの内側に付着した前記トレースガスを前記空間に押し流す工程と、前記検知装置によっ
て前記空間に存在する前記トレースガスを検知する工程と、を含むことを特徴とする。
【００１３】
　そして、前記トレースガスを前記空間に押し流す工程は、前記液体の液面下において前
記容器及び前記カバーの内側に向かう液流を発生させて行われることが好ましい。
【００１４】
　また前記カバーは、下部に対して上部が狭い上窄まり形状であることが好ましい。
【００１５】
　また前記カバーは、前記空間の気体を撹拌する気体撹拌手段を備えることが好ましい。
【００１６】
　そして前記検知装置によって検知された前記トレースガスの濃度が所定値以上である場
合、又は当該検知装置によって検知された当該トレースガスの濃度が経時的に上昇してい
る場合に、前記容器に前記欠陥部があると判定する工程を含むことが好ましい。
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【００１７】
　また本発明は、容器の気密性を検査するための検査装置であって、所定の液体を収容し
て前記容器を液没可能な液槽と、前記容器の内部にトレースガスを送り込むトレースガス
送給手段と、下部に開口を有し上部を閉鎖可能であって、内部に気体が溜まる空間が形成
される状態で前記液槽に液没させた前記容器の上方を覆うカバーと、前記液槽の液面下に
おいて、液没させた前記容器又は当該容器の上方を覆う前記カバーの内側に向かう液流を
発生させる液流発生手段と、前記カバーの上部に設けられ、前記空間に存在する前記トレ
ースガスを検知する検知装置と、を備えることを特徴とする検査装置でもある。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、検査員の技量に依存することなく、製造ラインに組み込んで自動で検
査を行うことができる。また、容器の種類が異なる場合でも設備を大幅に変更する必要は
ない。更に、容器における欠陥部の位置を特定することも容易であるため、容器を製造ラ
インから外さずに、その場で欠陥部の補修と再検査を行うことも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係る検査装置の一実施形態を模式的に示した図である。
【図２】従来の検査装置の一例を模式的に示した図である。
【図３】従来の検査装置の他の例を模式的に示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、添付の図面を参照しながら、本発明に係る容器の気密性を検査する方法、及びそ
の検査装置の一実施形態について説明する。
【００２１】
　図１は、本発明に係る検査装置の一実施形態を模式的に示した図である。本実施形態の
検査装置１は、アクスルケースＡの気密性が検査できるように構成されている。なお後述
するように検査装置１は、形状が多少異なる他のアクスルケースについても、設備を変更
することなく（又は多少変更する程度で）気密性の検査を行うことができる。また検査装
置１で検査可能な容器はアクスルケースに限定されず、例えば後述する第１密閉機構等を
適宜変更することによって他の容器（例えば燃料ケース、エアタンク、ＳＣＲタンク）の
気密性を検査することも可能である。
【００２２】
　本実施形態の検査装置１は、液槽２、第１密閉機構３、第２密閉機構４、ポンプ５、攪
拌装置６、超音波振動装置７、カバー８、検知装置９、ファン１０を備えている。
【００２３】
　液槽２は、所定の液体Ｌを収容するものであって、アクスルケースＡが液没できる大き
さで形成されている。液槽２に収容される液体Ｌは特に限定されず、例えば水、油（例え
ば防錆油）、液体有機化合物（例えばフロリナート（登録商標））が使用される。
【００２４】
　第１密閉機構３は、アクスルケースＡにおける左右の開口部を閉鎖するよう構成されて
いる。第１密閉機構３は、アクスルケースＡの左右の開口部に対して進退移動可能であっ
て、後退位置から前進位置に移動させることによってこれらの開口部を自動で閉鎖するも
のでもよいし、例えば作業員によって左右の開口部に嵌め込まれるキャップの如きもので
もよい。
【００２５】
　第２密閉機構４は、アクスルケースＡの中央の開口部を閉鎖するように構成されている
。また第２密閉機構４は、本明細書等において「トレースガス送給手段」と称するもので
もあって、アクスルケースＡ内にトレースガスを送り込む機能も有している。なお、アク
スルケースＡ内にトレースガスを送り込む機能は、第１密閉機構３に持たせてもよい。こ
こでトレースガスとして使用される気体としては、例えばヘリウム、水素、二酸化炭素、
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ハロゲン等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００２６】
　ポンプ５、攪拌装置６、超音波振動装置７は、本明細書等において「液流発生手段」と
称するものであって、液槽２に収容した液体Ｌを流動させて液流を発生させるものである
。本実施形態のポンプ５は、液没させたアクスルケースＡの下部に向けて指向する第１パ
イプ５ａや、後述するようにアクスルケースＡの上方を覆うように移動したカバー８の内
側に向けて指向する第２パイプ５ｂに接続されていて、吸引パイプ５ｃを通して液槽２の
液体を吸引し、第１パイプ５ａや第２パイプ５ｂから液体を排出することによって、アク
スルケースＡやカバー８の内側に向かう液流を発生させることができる。また攪拌装置６
は、本実施形態では液槽２の底部において上方に向けて取り付けられていて、複数のブレ
ード（羽根）を有するプロペラ状の回転体を回転させることによって、アクスルケースＡ
に向かう液流を発生させることができる。そして超音波振動装置７は、超音波によって液
体を振動させて液流を発生させるものであって、本実施形態では液槽２の底部と、カバー
８における中間部（カバー８をアクスルケースＡの上方を覆う位置へ移動させた際に、カ
バー８の内側が液面よりも下方に位置する部位）に設けられていて、アクスルケースＡに
向かう液流を発生させることができる。なお、ポンプ５、攪拌装置６、超音波振動装置７
は、液流発生手段の一例であって、他の手段によって液体Ｌを流動させてもよい。またポ
ンプ５、攪拌装置６、超音波振動装置７は全て設ける必要はなく、また第１パイプ５ａ等
も含めてその取り付け位置や向きは図示例に限定されるものではない。
【００２７】
　カバー８は、下部８ａに開口８ｂを有していて、上部８ｃには、開閉可能な不図示の蓋
部が設けられている。本実施形態のカバー８は、下部８ａに対して上部８ｃが狭い上窄ま
り形状である。なお開口８ｂは、平面視におけるアクスルケースＡの全体を覆うことがで
きる広さとなっている。またカバー８は、液槽２に対して上下方向に移動可能に構成され
ていて、液体Ｌの液面よりも上方に位置する高さから液没させたアクスルケースＡの上方
を覆う高さまで移動することができる。なおカバー８は、アクスルケースＡの上方を覆う
高さへ移動させた際、上部８ｃは液面よりも上方に位置していて、上部８ｃの内部には気
体が溜まる空間Ｋが形成される。本実施形態においては、空間Ｋの容積が２０Ｌ程度にな
るようにしている。
【００２８】
　検知装置９は、検知装置本体９ａと、検知装置本体９ａに接続されるプローブ９ｂを備
えていて、プローブ９ｂを取り付けた場所にトレースガスが存在する場合、これを検知す
ることができる。本実施形態のプローブ９ｂは、カバー８の上部８ｃに取り付けられ、空
間Ｋにおけるトレースガスを検知することができる。本実施形態の検知装置９は、空間Ｋ
におけるトレースガスを検知するにあたり、トレースガスの濃度が所定値以上である場合
に空間Ｋにトレースガスが存在すると判定する機能や、トレースガスの濃度が経時的に上
昇している場合に空間Ｋにトレースガスが存在すると判定する機能を有する。
【００２９】
　そしてファン１０は、本明細書等において「気体撹拌手段」と称するものであって、例
えばプロペラ状の回転体を回転させることによって気体を撹拌させるものである。本実施
形態のファン１０は、カバー８における上部８ｃの内側に取り付けられていて、空間Ｋに
溜まった気体を空間Ｋ内で撹拌させることができる。なおファン１０は、気体撹拌手段一
例であって、他の手段によって空間Ｋ内の気体を撹拌させてもよい。
【００３０】
　本実施形態の検査装置１は、以下に説明する方法によってアクスルケースＡの気密性を
検査することができる。
【００３１】
　まず、アクスルケースＡにおける左右の開口部と中央の開口部を、第１密閉機構３と第
２密閉機構４で閉鎖する。そして、第２密閉機構４からアクスルケースＡ内にトレースガ
スを送り込み、アクスルケースＡ内をトレースガスで充満させる。トレースガスの圧力は
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、例えば大気圧よりも０.０７ＭＰａ程度高くなるように設定し、アクスルケースＡ内が
トレースガスで加圧されるようにしておく。そしてトレースガスで加圧した状態のまま、
アクスルケースＡを液槽２の液体Ｌに液没させる。
【００３２】
　次いで、液体Ｌの液面よりも上方に位置していたカバー８を、液没させたアクスルケー
スＡの上方を覆う位置へ下降させる。ここでカバー８を下降させる際は、上部８ｃに設け
た不図示の蓋部を開いて、カバー８の外側と内側において液体Ｌの液面高さが揃うように
し、所定の位置まで下降した後に蓋部を閉じることとする。これにより、上部８ｃの内部
に、空気が溜まった所定量の容積となる空間Ｋが形成される。
【００３３】
　その後、ポンプ５、攪拌装置６、超音波振動装置７を駆動させることによって液体Ｌを
流動させ、アクスルケースＡやカバー８の内側に向かう液流を発生させる。ここで、アク
スルケースＡに欠陥部がある場合は、この欠陥部からアクスルケースＡ内のトレースガス
が漏れ出して液体Ｌ内で気泡となる。この気泡は、空間Ｋが面する水面に向けてそのまま
浮上するものがある一方、アクスルケースＡの表面やカバー８の下部８ａにおける内側に
付着してそこに留まるものもある。しかし本実施形態では、アクスルケースＡやカバー８
の内側に向かう液流を発生させているため、アクスルケースＡやカバー８に付着した気泡
を押し流して空間Ｋが面する水面に浮上させることができる。
【００３４】
　このようにアクスルケースＡに欠陥部がある場合は、空間Ｋが面する水面に浮上したト
レースガスの気泡が破裂して、空間Ｋでトレースガスが拡散する。ここでカバー８の上部
８ｃには、検知装置本体９ａに接続されるプローブ９ｂが取り付けられていて、検知装置
本体９ａとプローブ９ｂを備える検知装置９によって空間Ｋのトレースガスを検知するこ
とができる。従って、検知装置９でトレースガスを検知した場合にアクスルケースＡに欠
陥部があることが分かる。なお、本実施形態において空間Ｋにトレースガスが溜まって検
知装置９によって検知できる時間は、検知装置９の性能にもよるが、液没させたアクスル
ケースＡの上方を覆う位置へカバー８を移動させてから１分程度である。また、検知装置
９によって空間Ｋのトレースガスを検知するにあたっては、トレースガスの濃度が所定値
以上である場合に空間Ｋにトレースガスが存在すると判定させてもよいし、トレースガス
の濃度が経時的に上昇している場合に空間Ｋにトレースガスが存在すると判定させてもよ
い。
【００３５】
　本実施形態のカバー８は、図示したように、下部８ａに対して上部８ｃが狭い上窄まり
形状である。すなわち、立方体形状や直方体形状のカバーに比して、上部８ｃの内部が狭
いため、空間Ｋの容積を小さくすることができる。従って欠陥部から漏れ出たトレースガ
スが少量であっても、立方体形状等のカバーに比して空間Ｋにおけるトレースガスの濃度
を高めることができるため、トレースガスの検知に要する時間を短縮することができる。
また、カバー８に設けたファン１０によって空間Ｋに溜まった気体を撹拌することができ
るため、トレースガスが滞留しやすい性質を有するものであっても、検知に要する時間を
短縮することができる。
【００３６】
　なお、空間Ｋのトレースガスを検知した場合には、アクスルケースＡに対してカバー８
を移動させる。これにより、アクスルケースＡから気泡が漏れ出ている箇所を目視によっ
て特定することができるため、アクスルケースＡを液体Ｌから引き上げて、その場で欠陥
部の補修を行うことができ、更に補修後の再検査を行うことができる。
【００３７】
　また本実施形態の検査装置１は、容器（アクスルケースＡ）の形状によらず、カバー８
で容器の上方を覆っていればトレースガスを空間Ｋに集めてこれを検知することができる
ため、形状が異なる他のアクスルケースやその他の容器（例えば燃料ケース、エアタンク
、ＳＣＲタンク）についても、設備を変更することなく（又は多少変更する程度で）気密
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【００３８】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は係る特定の実施形態に限定さ
れるものではなく、上記の説明で特に限定しない限り、特許請求の範囲に記載された本発
明の趣旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。また、上記の実施形態にお
ける効果は、本発明から生じる効果を例示したに過ぎず、本発明による効果が上記の効果
に限定されることを意味するものではない。
【符号の説明】
【００３９】
１：検査装置
２：液槽
３：第１密閉機構
４：第２密閉機構（トレースガス送給手段）
５：ポンプ（液流発生手段）
５ａ：第１パイプ
５ｂ：第２パイプ
５ｃ：吸引パイプ
６：攪拌装置（液流発生手段）
７：超音波振動装置（液流発生手段）
８：カバー
８ａ：カバーの下部
８ｂ：開口
８ｃ：カバーの上部
９：検知装置
９ａ：検知装置本体
９ｂ：プローブ
１０：ファン（気体撹拌手段）
Ａ：アクスルケース（容器）
Ｋ：空間
Ｌ：液体
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